
留萌南部衛生組合公告第２号 

 

 令和２年９月１４日付留萌南部衛生組合公告第１号にて公告した地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び第１６７条の１４の規定による物

品のせり売りについて、次のとおり日程の変更を公告する。 

令和２年９月２５日 

 

 

留萌南部衛生組合 

組合長 中 西 俊 司 

 

 

記 

 

１ せり売りの執行日時 

変更前  令和２年１０月 ９日（金） 午前１０時００分から 

                  （受付 午前９時３０分から） 

変更後  令和２年１０月１６日（金） 午後 ２時００分から 

                  （受付 午後１時３０分から） 


